
 

事  務  連  絡 

令和４年 10 月 17 日 

各都道府県下水道担当課長 殿 

各政令指定都市下水道担当課長 殿 

(各地方整備局等建政部等経由) 

 

国土交通省水管理・国土保全局下水道部  

下水道企画課管理企画指導室 企画専門官 

 

 

今秋以降の感染拡大期における感染対策についての分科会提言について 

 

 

今秋以降、これまでの感染拡大を大幅に超える新型コロナウイルス感染者数が生じ

る可能性があること、季節性インフルエンザとの同時流行が懸念されていることから、

令和４年10月13日に開催された新型コロナウイルス感染症対策分科会において、今秋以

降の感染拡大期における感染対策について提言が行われ、これを踏まえ幣省大臣官房危

機管理官より、当該提言について連絡がありました。 

提言において、今後、こどもから高齢者までワクチン接種を更に進め、換気等の基本

的な感染対策の徹底をお願いするとともに、今夏、多数のクラスターが発生した医療機

関・高齢者施設・学校・保育所等での効果的・効率的な感染対策に取り組むこととして 

おります。 
各下水道管理者におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策の重要性に鑑み、

適切に実施いただきますようお願いいたします。 

都道府県におかれましては、この旨管内市町村（政令指定都市を除く。）への周知を

お願いいたします。 

 

 

（別紙）「今秋以降の感染拡大期における感染対策についての分科会提言について（周

知等）」（令和４年 10月 14 日付け各局等新型コロナウイルス感染症対策担当

課長あて大臣官房危機管理官事務連絡） 

（別添１）「今秋以降の感染拡大期における感染対策についての分科会提言について

（周知等）」（令和４年 10月 14 日付け新型コロナウイルス感染症対策本部幹事

会構成員あて内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡） 

（別添２）「今秋以降の感染拡大期における感染対策について」（令和４年 10月 13 日新

型コロナウイルス感染症対策分科会） 

 

 

以 上 



      

 

事 務 連 絡 
令和４年１０月１４日 

 
各局等新型コロナウイルス感染症対策担当課長 各位 
 

大臣官房危機管理官 
 
 

今秋以降の感染拡大期における感染対策についての分科会提言について（周知等） 
 

 

今秋以降、これまでの感染拡大を大幅に超える新型コロナウイルス感染者数が生じる

可能性があること、季節性インフルエンザとの同時流行が懸念されていることから、令

和４年１０月１３日に開催された新型コロナウイルス感染症対策分科会において、今秋

以降の感染拡大期における感染対策について提言が行われました。これを受けて、内閣

官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、別添の周知依頼がありました。 
提言において、今後、こどもから高齢者までワクチン接種を更に進め、換気等の基本

的な感染対策徹底をお願いするとともに、今夏、多数のクラスターが発生した医療機

関・高齢者施設・学校・保育所等での効果的・効率的な感染対策に取り組むこととして

おります。 

 つきましては、各局等におかれては、別添の提言の内容について了知いただくととも

に、所管の事業者、関係団体及び独立行政法人等に対し別添の周知を行うよう、よろし

くお願いいたします。 
 

（別添）内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡 
   「今秋以降の感染拡大期における感染対策についての分科会提言について」（周知等）  
（別添・別紙）令和4年10月13日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言 
   「今秋以降の感染拡大期における感染対策について」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

10 14

今秋以降の感染拡大期における感染対策  

今秋以降の新型コロナの感染拡大においては、これまでの感染拡大を大幅に超える

感染者数が生じることもあり得るとされており、また、季節性インフルエンザとの同

時流行が懸念されて

昨日  

今秋以降の感染拡大期における感染対策

こどもから高齢者までワクチン接種を更に進め、換気等の

基本的な感染対策徹底をお願いしていくとともに、今夏、多数のクラスターが発生し

た医療機関・高齢者施設・学校・保育所等での効果的・効率的な感染対策に取り組ん

でまいります。

 

 

今秋以降の感染拡大期における感染対策について

10 13  

今秋以降の感染拡大期における感染対策 

 

【問合せ先】 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室（総括２班） 

担当者：武内、入野、鈴木、上田、柴山、伊原 

TEL：03-6257-1309 

MAIL：g.sinngatainnfuru.taisaku001@cas.go.jp 



今秋以降の感染拡大期における感染対策について

新型コロナウイルス感染症対策分科会
令和４年10月13日（木）
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